ロケーション撮影契約書

　●●（以下「甲」といいます。）と下記所在地及び所在地に存する建物等（以下「施設」といいます。）において映画、テレビドラマ、ＣＭ等の撮影（以下単に「撮影」といいます。）を希望する者（以下「乙」といいます。）とは、施設における撮影に関し、次のとおり契約を締結する。

（趣旨）
第１条　甲は、施設において乙が撮影することを承諾し、乙は、甲が定めた事項を遵守した上で施設において撮影するものとします。
２　施設の住所は、次のとおりです。
　
住　所：埼玉県●●

３　施設の概要は、別紙のとおりです。

（撮影目的等）
第２条　乙は、甲が別途許可した撮影目的及び撮影時間の範囲内でのみ撮影することとします。

（利用料金）
第３条　乙は、利用料金として、次の金額を、甲の定める期日までに銀行振込みで支払うものとします。なお、振込手数料等が発生した場合は、乙が負担するものとします。

　利用料金　１時間以上　４時間未満　　　　　　　６６，０００円（税込み）
　　　　　　４時間以上１２時間未満　　　　　　１１０，０００円（税込み）
　　　　　　１日（１２時間以上２４時間未満）　　１７６，０００円（税込み）

　　※　施設の備品（家具）等を利用する場合の利用料金は、別途申し受けます。

（撮影条件）
第４条　乙は、次の撮影条件を承諾・遵守するものとします。
(1) 事前に打合せした内容・方法等以外の撮影を行わないこと。
(2) 施設内及びその周辺の通行人等の顔等個人が識別できるような撮影をし
ないこと。
(3) 必要に応じて、撮影スタッフ以外に周辺の案内・誘導係を配置すること。
(4) 撮影時には、甲又は甲の指定する立会人（以下「立会人等」といいます。）
の立会いを認め、その指示に従うこと。
(5) 施設に損害を与える可能性がある行為及び通行人等に迷惑又は通行人等
の安全に支障を及ぼす可能性のある行為をしないこと。
(6) 立会人等が危険と判断し、撮影の中止を指示した場合は、直ちにその指示
に従い、一切の異議を申し立てないこと。
(7) 施設の好感度が著しく下がるような映像、セリフ等を使った撮影をしな
いこと。
(8) 関係法令等を遵守し、社会通念上問題があると思われる行為をしないこ
と。
(9) 甲は、施設の提供には万全を期すものの、甲の責めによらない事由又はや
むをえない事由等により撮影ができなくなった場合、乙は甲に対し、損害の賠償を求めないこと。

（利用条件）
第５条　乙は、撮影した成果物の利用に当たり、次の条件を承諾するものとします。
　(1) 「協力会社等」として番組内に●●の名称等のクレジットを入れることに協力すること。
(2) 番組・作品・媒体等が完成した際、ＤＶＤ等で甲に完成品を提供するこ
と。
(3) 撮影の番組名、ＣＭ名、映画名、クライアント名等を、●●の受注実績と
して甲が管理するブログやホームページ等で紹介することに承諾すること。

（中途解約、解除等）
第６条　乙は、撮影前に撮影を取り止めたい場合は、撮影日の３日前までに甲に
に書面（電子文書を含む。以下同じ。）で連絡し、甲の同意を得るものとし、
それ以降に撮影を取り止めたときは、第３条の規定に基づき当初支払う予定
の利用料金の全額を甲に支払うものとします。
２　甲は、天災地変等甲の責めに帰さない事由又は安全管理上やむを得ない事
由により施設の提供ができなくなったことに客観的合理性がある場合、いつ
でもこの契約の中途解約若しくは解除又は撮影時間等の再調整ができるもの
とします。
３　甲は、前項のほか、乙がこの契約に違反したとき又は違反することが明らか
であるときは、乙に何ら催告することなく本契約の全部又は一部を解除する
ことができるものとします。

（権利義務の譲渡禁止）
第７条　乙は、甲から許可された撮影に関する権利及び義務の全部又は一部を、
甲の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡し、承継（合併による場合
を含む。）させ、又はその権利を担保に供してはなりません。

（秘密保持）
第８条　乙は、本契約により知り得た甲の一切の秘密事項（第三者の個人情報を
含む。）を、甲が承諾した場合を除き、第三者に開示・提供等してはなりませ
ん。

（事故等の責任) 
第９条　甲は、撮影中に乙の所有する資産等に盗難、損壊等の損害が生じても当
該損害について一切責任を負わないものとします。また、乙と第三者との間にトラブル等が発生した場合についても同様とします。
２　乙は、撮影中、乙の責に帰すべき事由により発生した事故等については、全
　てその責を負うことはもちろん、施設を損傷等し甲に損害を与えたときは、甲
の算定する損害額を賠償するものとします。

（協議事項）
第10条　甲及び乙は、この契約に定めのない事項及びこの契約の条項の解釈に
ついて疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議の上、決定するものとし
ます。

（合意管轄）
第11条　この契約及びこの契約に関する権利義務について紛争が生じた場合の
第一審の専属的合意管轄裁判所は、さいたま地方裁判所（本庁）とします。

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその１通を所持します。

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●
　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　●●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　●●


　　　　　　　　　　　　　　　　　乙




（別紙）

施設の概要

１　所在地
　　埼玉県

２　建　物
　(1) 母屋
　　・木造純和風（２階建て、７ＬＤＫ）
　　・利用可能場所は、１階のみ。
　　・１階エアコン装備（一部の部屋は無し。）
　　・電気、ガス、水道利用可（常識の範囲内での利用の場合は、代金は利用代
金に含みます。大量の利用の場合は、別途相応額を申し受けます。）
　(2) 車庫
　　・シャッター付き。
　　・普通乗用車４台分。
　　・利用可能（ただし、シャッターが不具合の場合あり。）
　(3) 納屋兼スタッフ控室
　　・木造２階建て
　　・１階のみ資材置き場やスタッフ用の控室として利用可能
　　・エアコン、水道あり（１部屋）。
　(4) トイレ
　　・母屋に１つあり。
　　・外トイレ（１つ）は、非常用として利用可。

３　備品
　・机、イス、たんす等の備品あり。
　・利用料金は、１契約当たり、１１，０００円（税込み）

　　　※　上記利用料金で、全ての備品の利用が可能です。

４　駐車スペース
　・施設の敷地内に１０台程度駐車可能。


